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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社の社名トラスコ中山株式会社及びコーポレート・ロゴ　“ＴＲＵＳＣＯ” は、全てのステークホルダーの皆様から信頼される企業

“TRUST COMPANY”をダイレクトに表現したものです。まさに、当社は　“ＴＲＵＳＣＯ” そのものの実践を、日々の企業活動の原点とし、

これを具現化することで社会的使命を果たしていくものとしています。

　また、当社は以下の企業理念を掲げ、この理念の下、「会社の業務の適正を確保する体制」を構築することを基本方針としています。

　当社は、経営上の諸問題に関し、不断の改革を推進し、コーポレート・ガバナンス体制の維持及び向上に取り組んでまいります。

【企業理念】　　　

　　　　　　　　　　 （存在理念）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　我々は企業活動を通じて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　社会に貢献することを使命とし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　縁ある人々の幸福(しあわせ)を実現する

　　　　　　　　　　

　　　　　　　 　　　（経営理念）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　果敢に、そして堅実に歩み続ける経営

　　　　　　　　　　　　　　　　　　人を尊重する経営

　　　　　　　　　　　　　　　　　　企業家精神を育む経営

　　　　　　　　　　　　　　　　　　信頼でマーケットにこたえる経営

　　　　　　　　　　 　

　　　　　　　　　　　（行動理念）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　誠意と礼節を重んじる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　独創的な発想と緻密な計画

　　　　　　　　　　　　　　　　　　信念をもってダイナミックな行動

　　　　　　　　　　　　　　　　　　笑顔で築く信頼のコミュニケーション

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【原則4-10、補充原則4-10-1】（任意の委員会設置）

　当社は、監査役会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、指名委員会・報酬委員会は設置していませ

ん。経営陣幹部及び取締役候補の選任方法並びに報酬の決定方法については、原則3-1-(ⅳ)、当報告書（Ⅱ－１　報酬の額又はその算定方法の
決定方針の開示内容）に記載のとおりです。

　当社は、社外取締役に依存せずに、客観性のある意思決定ができる体制の構築を重要視しています。指名・報酬は社外取締役を含めた取締役
会で議論した上で明確な数値基準を設けています。また、従業員の声も意思決定に適切に反映させるための善択ホットラインを開設し監視体制強
化に繋げています。そのため、指名・報酬に関して適切な判断をする体制は十分確保できており、現時点では指名委員会・報酬委員会を設置する
必要はないと考えています。引き続き、透明性の高い基準の策定とガバナンス体制の強化を図っていきます。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4】（政策保有株式に関する方針、保有の狙い、合理性についての取締役会での検証）

　政策保有株式に関する方針については、販売店様、仕入先様、金融機関等の取引先様との関係維持・強化のために、長期間保有し、原則売却
しない方針です。なお、現時点で取引の無い企業であっても、将来の取引の可能性や保有による実質的効果を得られると判断する場合は同様の
方針とします。政策保有目的に適さない株式については、売却を前提とした純投資目的である投資株式に区分し、社内規程で定める基準に照ら
し、速やかに売却する方針です。保有の合理性を検証する方法については、毎年、期末時点で保有株式の状況（株式数、保有先企業の株価、保
有先企業との取引額等）を確認の上、保有の合理性・必要性を検証し、翌期初の取締役会にて保有適否の検証を行っています。

　政策保有株式の議決権行使の基準については、投資企業の企業価値の向上が期待できるかなどを総合的に判断して、適切に議決権を行使し
ます。

【補充原則1-4-1】（政策保有株主への対応）

　政策保有株主から当社株式を売却する意思表示があった場合、承諾しています。当該政策保有株主が当社の取引先の場合、取引の縮減を示
唆する等の売却を妨げることは一切行っていません。

【原則1-7】　（関連当事者取引）

　当社関連当事者取引基準に則り、取締役の利益相反取引においては、取締役会で事前に承認決議し、事後報告を行なっています。また、関連
当事者と当社の取引については、取引調査表において確認を行っています。
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